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今号の目次

　平成31年第１回目黒区議会定例会を、２月20日(水)から３月25日(月)までの34日間の会期
で開催しました。
　開会初日には、区長から、「住みたいまち、住み続けたいまち目黒」の実現に向けて今後の区
政運営の基本姿勢や平成31年度の重要課題に対する基本的な取り組み等について所信表明
があり、これを受けて、２月20日、21日の２日間にわたり、各会派から４名の議員が代表質問
を行いました。また、引き続き２月22日、25日の２日間で、10名の議員が区政の課題について
一般質問を行っています。　
　今回の定例会では、議長を除く33名の議員で構成する予算特別委員会(田島けんじ委員長、
川原のぶあき副委員長)を設置し、７日間にわたって平成31年度目黒区各会計当初予算案を
審査しました。
　予算特別委員会開催中の３月11日には、東日本大震災で犠牲になった方々に対し、議員等
出席者全員で黙とうをささげました。
　区長から提出された平成31年度予算案を含む議案18件は、審議の結果すべて原案どおり可決しました。
　陳情は付託した各委員会で審査を行ったものについて１件を不採択とし、９件を継続審査としたほか、１件の撤回を承認しました。
　議員提出議案では、「住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長を求める意見書」を可決しました。

定例会の概要 第１回定例会で審議した議案等

詳細は８面に掲載しています。

◆区長提出議案
 条例 ……………………………………… 10件
 平成30年度補正予算 ………………… ４件
 平成31年度予算 ……………………… ４件
◆諮問 …………………………………………… ２件
◆議員提出議案
 意見書 …………………………………… １件
◆陳情審査の結果
 不採択とした陳情 ……………………… １件
 撤回承認した陳情 ……………………… １件
 継続審査とした陳情 …………………… ９件

平成31年度一般会計予算　1,062億4,456万円余、
平成30年度一般会計補正予算　21億7,653万円余、
目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例ほかを可決

（平成31年第１回定例会）

目黒川の桜

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の
保存期間の延長を求める意見書

　一昨年の平成29年６月に民間有識者でつくる「所有者不明土地問題研究会」で
は、平成28年時点で所有者を特定できない土地が、日本全国で九州本島を上回る
約410万ヘクタールに及び、このまま推移すると2040年には、北海道本島並み
の約720万ヘクタールに達するとの試算を公表しました。
　一方で、相続登記がなされずに実際の所有者が把握できない土地は、今後さらに
増えると見込まれており、このような所有者不明土地による経済損失額は、2040
年までに約６兆円規模に上ると試算されています。
　政府は、昨年の通常国会において、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法」を成立させ、土地の所有者探索を合理化する仕組みと、所有者不明土
地を適切に管理する仕組みを創設しました。
　また、昨年６月に策定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」
や「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2018」では、住民票の除票等
の保存期間延長について検討すべきとされています。
　さらに不動産登記簿では、所有者の特定は住所と氏名のみでなされるため、住民
票の情報が最も重要でありながら、住民票の除票及び戸籍の附票の除票について
は、５年を超えた保存は法的に義務付けられておらず、核家族化や単身独居化が進

んでいる現在、５年の保存では転居履歴を十分に追えず、土地等の所有者が不明に
なってしまう恐れがあります。
　よって、目黒区議会は国会及び政府に対し、住民票の除票等の保存期間を延長す
ることで、所有者不明土地だけでなく、空き家問題における所有者の特定が一層容
易となるよう保存する情報管理体制の確保を含め、下記事項の実現を強く求める
ものとし、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。

記

１　住民基本台帳法施行令第34条第１項に定める住民票の除票及び戸籍の附票
の除票の保存期間を、現行の５年から150年程度に延長すること。

２　住民基本台帳法施行令改正までの期間、各自治体において除票等の廃棄が進
行しないよう、廃棄作業を当面凍結するよう各自治体に通達すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
平成31年３月８日

目黒区議会議長　　お の せ  康 裕

衆議院議長　・　参議院議長　・　内閣総理大臣　・　総務大臣
法務大臣　・　農林水産大臣　・　国土交通大臣　　　　　　　　宛て

　目黒区議会ホームページでは、本会議、予算特別委員会、決算特別委員会のインターネットによるライブ中継・録画
中継を行っています。スマートフォン等でもご覧になれます。
　録画中継は、会議終了後４日程度（土曜、日曜、祝日を除く）でご覧いただけます。録画中継の公開期間は1年間です。

　さらに詳しく会議の内容を知りたいかたは、ホームページ内の「会議録閲覧・検索システム」をご利用ください。
●本会議、予算特別委員会、決算特別委員会（平成13年４月以降）
　なお、上記の会議録は、区内の図書館や総合庁舎本館１階の区政情報コーナーでも閲覧できます。
●各常任委員会、特別委員会、議会運営委員会（平成20年４月以降）
＜問い合わせ＞　区議会事務局議事・調査係　☎03-5722-9414

区議会インターネット中継をご利用ください

◆審議した議案等の結果と各会派の賛否 （○：賛成、×：反対）

◆陳情の審議結果と各会派の賛否

別居家庭における児童虐待等を防止するための教育現場対策を求める陳情

◆撤回承認した陳情
●目黒区の虐待防止に関する陳情

◆継続審査とした陳情
●羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書 
●目黒区児童虐待防止条例の制定を求める陳情
●目黒区立碑小学校の屋内ランドセル広場設置に関する陳情

件　　　　　　名

人権擁護委員候補者の推薦について 岩崎保氏を推薦することの可否を諮問する。

人権擁護委員候補者の推薦について 西村太郎氏を推薦することの可否を諮問する。

目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例 卓球室の半面の貸切り利用を開始することに伴い、その使用料を定めるもの。

目黒区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、規定の整備を行うもの。

目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 目黒区立コーポ鳥森に新たに世帯用の住戸を設けるもの。

目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 道路占用料の額を引き上げるもの。

目黒区立公園条例の一部を改正する条例 目黒区立南一丁目緑地公園の利用時間を定めるとともに、公園の土地の使
用料及び占用料の限度額を引き上げるもの。

目黒区児童育成手当条例の一部を改正する条例 所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、規定の整備を行うもの。

目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例 所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、規定の整備を行うもの。

平成30年度目黒区一般会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ21億7,653万2千円を追加し、総額を999億
2,912万8千円とするもの。

自
民
公
明
共
産
立
区 無会派（各１人・50音順） 議決

結果議　　案　　名　　等　　 概　　　　要

自
民
公
明
共
産
立
区 無会派（各１人・50音順） 議決

結果

区長提出議案等

議員提出議案

○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成30年度目黒区国民健康保険特別会計補
正予算（第２号）

歳入歳出予算総額にそれぞれ3億9,976万6千円を追加し、総額を275億
1,274万2千円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成30年度目黒区後期高齢者医療特別会計
補正予算（第２号）

歳入歳出予算総額からそれぞれ4,963万1千円を減額し、総額を64億7,983万
9千円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成30年度目黒区介護保険特別会計補正予
算（第２号）

歳入歳出予算総額からそれぞれ1億6,558万3千円を減額し、総額を202億
3,558万6千円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成31年度目黒区一般会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,062億4,456万4千円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成31年度目黒区国民健康保険特別会計
予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ266億9,204万5千円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成31年度目黒区後期高齢者医療特別会
計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ66億3,392万円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成31年度目黒区介護保険特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ202億414万5千円とするもの。 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

× × × × × × × ○ × × × × 不採択

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
の一部を改正する条例

超過勤務の上限時間に係る規定を設けるとともに、職員の給与に関する条
例の規定の整備を行うもの。

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に
関する条例の一部を改正する条例

超過勤務の上限時間に係る規定を設けるとともに、幼稚園教育職員の給与
に関する条例等の規定の整備を行うもの。

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する
条例

保険料率、賦課限度額及び保険料を減額する基準額を改定するとともに、
規定の整備を行うもの。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長を求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可として
　答申　

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可として
　答申　

会派の名称と構成人数　自民＝自由民主党目黒区議団（13人）　公明＝公明党目黒区議団（６人）　共産＝日本共産党目黒区議団（４人）　立区＝立憲民主・区民クラブ（３人）　               
★　各会派の構成議員については、区議会ホームページの「区議会の構成と議員名簿」をご覧ください。

●別居・離婚後の児童虐待等を防止する運用・法整備を求める陳情
●別居・離婚後の児童虐待等を防止する公的支援を求める陳情
●目黒区碑文谷５丁目26番15号認可保育園設立計画に関する陳情 
●成人向け雑誌・漫画への規制強化を要望する陳情
●小規模認可保育園と認可園の連携についての陳情
●学栄ナーサリー八雲保育園の保育環境に関する陳情書

（8）2019年4月12日 第257号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

A
0000028316_目

黒
区

_め
ぐ

ろ
区

議
会

だ
よ

り
_257号

_P
01




